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（
総
務
委
員
会
）

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
個
人
住
民
税

働
き
方
の
多
様
化
へ
の
対
応
等
の
観
点
か
ら
、
基
礎
控
除
等
の
見
直
し
を
行
う
。

二
、
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税

平
成
三
十
年
度
の
評
価
替
え
に
当
た
り
、
現
行
の
土
地
に
係
る
負
担
調
整
措
置
等
を
継
続
す
る
。

三
、
地
方
の
た
ば
こ
税

道
府
県
た
ば
こ
税
及
び
市
町
村
た
ば
こ
税
の
税
率
の
引
上
げ
等
の
見
直
し
を
行
う
。

四
、
税
務
手
続
の
電
子
化

法
人
住
民
税
、
法
人
事
業
税
等
に
つ
い
て
、
そ
の
申
告
書
等
を
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
っ
て
提
出

す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
地
方
団
体
共
通
の
電
子
納
税
に
係
る
手
続
の
整
備
等
を
行
う
。

五
、
そ
の
他
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１

税
負
担
軽
減
措
置
等
の
整
理
合
理
化
等
を
行
う
。

２

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


